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１【提出理由】

　当社は、2020年10月20日付で、当社の連結子会社であるPT. Arthaasia Finance（以下「AAF」という。）及び当社の

連結子会社であるPT. Hitachi Capital Finance Indonesia（以下「HCFI」という。）の間で、AAFを存続会社、HCFIを

消滅会社とする吸収合併を行うことを決定致しました。当該合併により、当社において特定子会社の異動が発生いたし

ますので、金融商品取引法第24条の５第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、

本報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

（イ）名称 PT. Hitachi Capital Finance Indonesia

（ロ）住所
Atria @Sudirman 18th Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav. 33A, Jakarta 10220,
Indonesia

（ハ）代表者の氏名 President Director 沼田　浩樹

（ニ）資本金 1,340億IDR（約10.7億円）

（ホ）事業内容 リース業及び金融業
 

※1IDRを0.008円で計算しております。

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主の議決権

　　　に対する割合

（イ）当社の所有に係る議決権の数

異動前 989億IDR（うち間接保有989億IDR、約7.9億円）

異動後 -

（ロ）総株主の議決権に対する割合

異動前 73.8％（うち間接保有73.8％）

異動後 -
 

※議決権数は出資額を記載しております。また、1IDRを0.008円で計算しております。

 
（３）当該異動の理由及びその年月日

（イ）異動の理由：

当社は、2020年10月20日付で当社の連結子会社であるAAF及び当社の連結子会社であるHCFIの間で、AAFを存続会

社、HCFIを消滅会社とする吸収合併を行うことを決定いたしました。これにより、当社の特定子会社であるHCFIは消

滅し、特定子会社ではなくなります。

なお、当該合併は、当該合併に必要なAAF及びHCFIの株主総会決議による承認、並びに関係官庁等の承認を条件と

して行われるものとなります。

 
（ロ）異動の年月日：2021年４月１日（予定）
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